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岩見沢市
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【岩見沢市】石狩川下流域外（幾春別川外）の減災に関する取組の実施状況

防災教育の実施

①出前講座
・令和３年７月１日（木）：岩見沢市清園中学校1年生
【内容】

防災講話
・令和３年８月25日（水）：岩見沢市立第二小学校5年生
【内容】

防災講話、段ボールベッド作成、ダンボール間仕切り作成
・令和３年８月３１日（火）：岩見沢市美園小学校4年生
【内容】

防災講話
・その他、町内会等で4件実施

②防災関係有資格者連絡会議
地域の防災リーダーの育成及び防災関係有資格者と地域との連携・協力体制の

構築のため、市内在住の防災関係有資格者を対象に令和元年度より会議を実施。
今年度は、より地域の実情に合った活動とするため、市内を5ブロックに分け

会議を実施。
【内容】

避難所の運営方法の説明、各避難所の備蓄品の紹介、備蓄品の体験など、各ブ
ロックで活動を実施。

③一日防災学校
令和３年１０月２９日（金）：岩見沢市栗沢小学校５年生・栗沢中学校１年生
【内容】

防災講話、段ボールベッド作成、段ボール間仕切り作成、簡易トイレ作成、
消防訓練（応急担架作成・負傷者搬送訓練、心肺蘇生訓練、応急手当訓練）

防災講話

段ボールベッド作成

段ボール間仕切り作成
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【岩見沢市】石狩川下流域外（幾春別川外）の減災に関する取組の実施状況

ハザードマップの修正

大河川と中小河川のハザードマップ（冊子版）の洪水浸水想定区域を計画規模から想定最大規模へ修正。これ
まで、想定最大規模で作成していたA3版は廃止。
【変更点】
・対象河川

大河川：5河川→10河川 中小河川：8河川→31河川
・情報ページ

ペット避難に関する記述の追加、避難方法に関する記述の修正

要配慮者利用施設における避難確保計画の策定状況調査

令和2年度に浸水想定区域内及び土砂災害戒区域内に立地する要配慮者利用施設141施設に対して行った計画
策定状況調査を基に、未策定の施設への訪問、計画作成の助言を実施。令和3年度中に全施設策定予定。
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美唄市
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三笠市
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①防災教育について

・三笠市立三笠小学校（9月24日）

社会科学習の一環として災害に関する授業を実施。

・三笠市立萱野中学校、三笠市立岡山小学校（10月8日）
町内会（萱野連合町内会）と合同で地域単位の防災訓練
を三笠市立萱野中学校で実施。
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③避難行動の理解促進
・幾春別連合町内会（10月9日）

災害に関する講習会を実施し、避難行動の内容について説明。
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④要配慮者利用施設における避難計画・
訓練
・対象5施設

法令に基づく訓練の実施について継続的に要請。
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⑤学校における避難確保計画
・北海道三笠高等学校（7月9日）

地域防災計画において避難確保計画の作成対象に指定していな
いが、学校における避難確保計画作成の重要性について関係者に
説明を実施。
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新篠津村
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月形町
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⑥ 市民等を対象とした防災教育の実施、防災意識の啓発

令和3年に実施した防災教育
1 町内ボランティア及び婦人団体を対象とした防災講話 ３月２９日
２ 月形中学校全校生徒を対象とした防災訓練・講話 ９月３０日
３ 北農場第1行政区住民を対象とした防災講話 １１月１３日
４ 知来乙行政区住民を対象とした防災講話 １１月２４日
５ 月形町赤十字奉仕団員を対象とした防災講話 １１月２６日

講話の概要
映像による過去の災害映像及び月形町での災害の周知、災害時における注意事項、
日頃の備え等について資料を作成し４５分～６０分間で講話
※ 防災教室の様子を資料で添付

その他に月形町で備蓄している防災食料等のうち、賞味期限が迫っているものを、
防災教育参加者に配布して、町で備蓄している防災食を知ってもらうとともに、期
限切れによる食品ロスの軽減を図る。

また、町で所有する防災用品を紹介することにより、災害時に避難所へ携行する
必要がある物品の目安となる。

概ね５年で実施する取組の取組状況

18



一日防災学校の様子

展示用として段ボールベット、パーティション、簡易トイレ、防災毛布、カーペット、エアマット、電池式ランタ
ン、アルファ米各種、保存水を準備
パーティション、段ボールベットの作成は、月形中学校教諭の支援を頂き作成要領を説明しながら実施
生徒以外にも月形中学校教頭以下各教諭及び教育長にも備蓄品について見学

展示品準備
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一日防災学校の様子

避難訓練終了後、休憩及びパイプ椅子を準備して講話準備
当初、防災講話を実施、内容として東日本大震災、胆振東部地震、Ｈ２８北海道における大雨災害によ
る被害状況について概ね１つ３分～４分の報道等の動画を紹介

防災講話
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一日防災学校の様子

DoＨＵＧ

防災講話終了後、休憩及び机を移動させＤｏＨＵＧを準備
ＤｏＨＵＧを実施、全学年４２名を７名６個班に編制、各班には１年生から３年生を混成させ３年生が各班を統
制、その他に各班に教諭を配置して進行を補佐
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一日防災学校の様子

展示品見学

ＤｏＨＵＧを継続しながら、２個班づつ展示品の見学を実施
段ボールベットについては、オリンピックで選手村における段ボールベット破壊動画の影響か耐久性に関し非
常に関心を持っている生徒が多かった。
また、パーティションについても中に入ってもらい広さについて体感してもらえることができた。
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北海道
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・⽔防法では、次の河川に関する指定区分が規定されている。

R3年度の実施状況
２．ソフト対策 2-1. ⽔位周知河川の追加

１ 洪水予報河川（水防法第１１条）
流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして
指定する河川。洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同で
洪水予報を発表（すでに洪水予報河川に指定されている河川の例）。
・ 国土交通大臣指定河川：石狩川、豊平川、幾春別川、千歳川、雨竜川、空知川、

夕張川 等
・ 北海道知事指定河川：新川（札幌市）

２ 水位周知河川（水防法第１３条）
洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定する河川。
予め洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）を定め、これに達したときは、その旨を
水防管理者等に通知（すでに水位周知河川に指定されている河川の例） 。
・ 国土交通大臣指定河川：厚別川、旧美唄川 等
・ 北海道知事指定河川：月寒川、ママチ川、利根別川、阿野呂川、熊穴川、

富良野川 等

３ 水防警報河川（水防法第１６条）
洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定する河川。
北海道水防計画に基づき、水防警報を行い、その旨を水防管理者等に通知。
北海道では、洪水予報河川、又は水位周知河川と重複して指定。
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